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衝撃で始まりました令和 6年。 

令和 6年 1月 1日午後 4時 10分ごろ、石川県能登半島で最大震度 7の揺れを観測する地震が起きました。

この地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様ならびに被災され

た皆様に心よりお見舞いを申し上げます。現在も非常に厳しい状況が続いておられる事と思います。一日も

早い復旧と皆さまの日常が戻りますことを心よりお祈り申し上げます。 

 

今回の地震で多くの被害が出ております。石川県内の５市６町の被災建築物応急危険度判定の実施結果は、

以下の通りです。石川県からの要請に基づき、神奈川県からも被災建築物応急危険度判定業務の支援のため、

建築職 10名（被災建築物応急危険度判定士：神奈川県 6名、横浜市 2名、川崎市 2名）が派遣されました。 

被災建築物 応急危険度判定 集計                 延べ班数（延べ人数）958班（1,916人） 

 実施件数 調査済（緑） 要注意（黄） 危 険（赤） 判定日 

合計 31,000 12,615 8,790 10,195 2024/1/4～1/21 18日間 

割合  39.9％ 27.8％ 32.3％  

石川県ホームページより参照（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r6/documents/0122_15_kenchikujuutaku.pdf）    

平成 25年住宅・土地統計調査より、石川県の住宅の耐震化率は 76％であり、耐震性無しの住宅は 105,100

戸となっています。（石川県耐震改修促進計画参照）今回、応急危険度判定の結果、「危険」と判定された被

災建築物の多くが、旧耐震基準の建築物（昭和 56年 5月 31日以前に着工された建物）であると推測されま

すが、「要注意」と「危険」を合わせた棟数は耐震性の無い建築物の棟数を上回っていることにも注目です。 

茅ヶ崎市において令和 4年 1月 1日時点での住宅の耐震化率は、89.3％であり、耐震性無しの住宅は 11,911

戸（木造・非木造、戸建て・共同住宅含む）となっています。旧耐震基準の建物を所有されている皆様にお

きましては、所有されているご自宅の耐震化を考えていただければと思います。 

  

  

神奈川県より派遣された判定士が撮影した被災写真（輪島市） 
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たいあっぷ推進協議会では、災害に備えて命を守っていただくために、継続して耐震に関する普及啓発活

動を行ってきました。 

また、令和 5年 3月に茅ヶ崎市耐震改修促進計画を改定し、補助事業の対象拡充や新規施策を行いまし

た。茅ヶ崎市の耐震に関する補助金及び支援事業は次のとおりです。 

木造住宅耐震診断事業 令和 5年度より対象拡充 

木造住宅耐震補強事業 令和 5年度より対象拡充 

耐震シェルター等設置事業 令和 5年度より耐震ベッドも対象 

木造住宅除却事業 令和 5年度より新規施策 

危険ブロック塀等の撤去費補助 継続 

マンション耐震診断事業 継続 

避難路沿道建築物耐震診断事業 継続 

家具転倒防止金具取付支援事業 継続 

大地震が起こった時、揺れにより瞬間的に倒壊してしまうか、損壊しても倒壊せずに逃げる時間が確保で

きるか、ここには大きな違いがあります。 

また、塀についても倒壊より怪我や死につながる危険があります。塀も所有者の資産であり、安全な状態

を維持管理することは大切です。 

 

 

 

市民の皆さんが気軽に相談ができるように令和 6年 3月 1日から市職員による常設の「木造住宅耐震相

談」を開設しました。なお、「なんでも相談員※」のご紹介等も合わせて行いますので、お気軽に市役所本

庁舎３階建築指導課窓口までお越しください。 

※ 神奈川県建築士事務所協会 茅ヶ崎・寒川支部から派遣された耐震診断士 

 

 

 

 

 

 

「なんでも相談員」による「建築なんでも相談」は定期的に実施しています。日程についてはホームペー

ジにて「建築なんでも相談 無料耐震相談のご案内」でご確認ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今後もイベントなど耐震化促進の普及啓発に努めていきたいと思っております。 

協議会への参加をご希望の方は事務局までお申し出ください。 

場所 市役所本庁舎３階 建築指導課窓口 

窓口対応時間 月曜日から金曜日  

8時 30から 17時まで（休日・年末年始を除く） 

相談員 市職員 

持ち物 間取り図（建築確認の副本） 

茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会 事務局 

 

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１   茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 建築安全担当 

電話 0467（81）7185  FAX 0467（57）8377  E-mail  kenshidou@city.chigasaki.kanagawa.jp 

 

補助金・支援について 

木造住宅耐震相談 
 市職員による 
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